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「開 会  午後 ３時００分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さん、こんにちは。本日は２０番委員より遅参届が提出されております。現在の出席委員は３６名

であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２８年第１２回霧島市農業委員会定例総

会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の議案書のとおりでございます。議案の修正が

ありますので、事務局より報告をさせます。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

次に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の定例総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔８件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等解約通知報告です。利用権解約のうち、賃借権通知３４件、使用貸借権通知

４件、３条解約の賃借権通知、使用貸借権通知及び地上権通知の各１件の計４１件が提出されました。

１０月総会で許可した農地法第４条の許可取消１件、先月の定例総会に提案され買受適格証明を発行す

ることとした、福山佳例川の件につきまして、３条許可を会長判断において行っております。以上で報

告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告が終わりました。では、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号  「農地利用変更届」について 

 

○議長（会長） 

 議案第１号「農地利用変更届について」を議題といたします。当委員会に対し、農地の利用変更に係

る届出が２件提出されましたので、審議を求めます。この件について現地調査が行われておりますので、
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調査委員の意見報告をお願いします。１番、３番委員。 

 

○３番委員 

 １号１番を報告します。 

 申請地は止上公民館の西に位置しており、現況は畑である。申請地の北は道路、南は道路、東は宅地、

西は宅地である。利用変更目的は農業用施設用地として利用するものである。工事内容は現状のままで

利用するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理

由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

 １号２番を報告します。 

 申請地は野上自治公民館の西に位置しており、現況は田である。申請地の北は宅地、南は田、東は道

路、西は申請地の残地である。利用変更目的は農業用倉庫として利用するものである。工事内容は切土

及び盛土はせず、整地のみとし、現状のままで利用するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に

及ぼす影響はないと思われる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

  

○議長（会長） 

 ただいま調査委員からの意見報告がありました。これより審議に入ります。この件について質疑・討

論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地利用変更届の２件については妥当であると

いう意見です。受理することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農地利用変更届について」は、受理することに決定いた

しました。 

 

 

 

△ 議案第２号  「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

 

○議長（会長） 
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 次に、議案第２号「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定について」を

議題といたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき、所有権移転１件、利用権設定の

うち賃借権設定６３件、使用貸借権設定７件の計７１件の農地利用集積計画（案）について、市長より

意見を求められておりますので、当委員会での審議を求めます。ただし、利用権設定７０件のうち２８

件は、再設定及び認定農業者でありますので、ご承認いただくこととし、新規の４２件について審議を

行います。それでは調査委員の意見報告を求めます。所有権移転の１番、７番委員。 

 

○７番委員 

２号所有権移転の１番を報告します。 

本件については、農業経営基盤強化促進法に基づき、譲渡人と譲受人との間で、申請地２筆＊＊万円

にて協議が整い、所有権移転に係る申出書が平成２８年１２月５日に提出されました。 

以下、譲受人が農業経営基盤強化促進法にて所有権移転を受ける要件を備えているか否かについて報

告します。譲受人は認定農業者であり、現在３３，９５７㎡のすべてについて耕作しており、必要な農

作業に常時従事すると認められる。また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を

生ずる恐れがないと思われる。あっせん譲受人候補者名簿の溝辺地区＊＊番に記載されており、その経

営面積もあっせん基準の８０ａを超えている。以上のような理由により、譲受人は所有権移転を受ける

要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

利用権設定の１番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号利用権設定の１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、９７，１８８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、３番委員。 

 

○３番委員 

２号利用権設定の５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２２，５０２㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１４番、７番委員。 
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○７番委員 

２号利用権設定の１４番を報告します。 

借人は担い手農家であり、現在、１８，９４５㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２１番、５番委員。 

 

○５番委員 

２号利用権設定の２１番を報告します。 

借人は、現在、１，８７７㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

○２２番から５１番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

２号利用権設定の２２番から５１番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を５年間及び１

０年間借り受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地８６筆は農用地区域内

に位置し、適切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により

農地中間管理機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５６番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

２号利用権設定の５６番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。特記事項として、今後は買い取りを含め面積の拡大を考えているということです。また、起農計

画は大根、ほうれん草、キャベツ、ブロッコリーなどの作物です。以上です。 

 

○議長（会長） 

５７番から６０番及び６２番、３３番委員。 
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○３３番委員 

２号利用権設定の５７番から６０番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

 借人は担い手農家であり、現在、１０１，８３８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。 

  

 ２号利用権設定の６２番を報告します。 

 借人は担い手農家であり、現在、１６，７２４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６５番、３７番委員に代わり、１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ２号利用権設定の６５番を報告します。 

 本件については、農地中間管理事業により、鹿児島県地域振興公社が所有者から農地を１０年間借り

受け、耕作を希望する方へ貸し付けするための申し出であり、申請地１筆は農用地区域内に位置し、適

切に管理されている。また、権利を取得しようとする鹿児島県地域振興公社は法律により農地中間管理

機構に指定されており、要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６６番、４番委員。 

 

○４番委員 

２号利用権設定の６６番を報告します。 

 借人は担い手農家であり、現在、１２，７２６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 
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この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農用地利用集積計画（案）の意見決定について

は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見です。こ

れについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画（案）の意見決定について」は、承

認することに決定し、その旨を市長に通知いたします。 

 

 

 

△ 議案第３号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請の所有権移転１０件、賃借権設定１件の計１１件が提

出されましたので、この処分について審議を求めます。それでは、議案書記載順に調査委員の意見報告

を求めます。１番を２３番委員。 

 

○２３番委員 

３号１番を報告します。 

申請地は上小川小学校の北西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，８９５㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番及び３番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

３号２番及び３番は借人が同一のため、まとめて報告します。 
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申請地は国分南中学校の北に位置しており、現況は田と畑である。申請地の上井＊＊番、上井＊＊番

は＊＊ ＊＊さんが平成３１年７月まで、申請地の上井＊＊番は＊＊ ＊＊さんが平成２９年８月まで、

申請地の上井＊＊番は＊＊ ＊＊さんが、平成３２年６月までの使用収益権を設定している。今回の申

請に当たって解約通知が提出されている。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事

すると認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率

的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，１４

３㎡で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号

に該当しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

３号４番を報告します。 

申請地は国分インターチェンジの北に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用

収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認めら

れる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して

耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，３１３㎡で下限面

積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しない

と思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番及び６番、７番委員。 

 

○７番委員 

３号５番及び６番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

申請地は竹子小学校の北西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１６，７９９㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、２０番委員に代わり、１７番委員。 

 

○１７番委員 
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３号７番を報告します。 

申請地は中津川公民館の南に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は８，６４６㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番及び１０番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

３号８番及び１０番は借人が同一のため、まとめて報告します。 

８番の申請地は小浜小学校の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収

益権は設定されていない。１０番の申請地は野久美田公民館の南東に位置しており、現況は田である。

申請地には平成３６年７月までの使用収益権を設定している。今回の申請に当たって解約通知が提出さ

れている。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、農機

具は友人より借り、今後購入も検討している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に

利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，１３５㎡

で下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われるため、許可相当と思われる。起農計画は水稲と野菜です。 

 

○議長（会長） 

９番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

３号９番を報告します。 

申請地は小浜小学校の南に位置しており、現況は、田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は７，８７７㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番、１１番委員。 
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○１１番委員 

３号１１番を報告します。 

申請地は牧之原中学校の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４，１８１㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第３条の規定による許可申請１１件は、

農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見です。これについて承認することに賛

成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△ 議案第４号 「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。

農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更の農振除外２件、用途区分変更２件の計４件に

ついて市長より意見を求められておりますので、当委員会での審議を求めます。それでは、調査委員の

意見報告をお願いします。農振除外の１番及び２番を、１０番委員。 
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○１０番委員 

４号農振除外１番を報告します。 

申請地は新原公民館の南東に位置しており、現況は畑である。申請地の北は道路、南は山林、東は畑、

西は山林である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、除外目的に

通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２辺以上接続している。除外するこ

とで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手の利

用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれ

はないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。また、除

外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に

該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由により、除外

はやむを得ないと思われる。 

 

４号農振除外２番を報告します。 

申請地は新原公民館の南東に位置しており、現況は畑である。申請地の北は道路、南は山林、東は道

路、西は畑と山林である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、除

外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２辺以上接続している。除

外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担

い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼ

すおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。

また、除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他

の農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由によ

り、除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

用途区分変更の１番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

４号用途区分変更１番を報告します。 

申請地は春山緑地公園の南東に位置しており、現況は畑である。申請地の北は畑、南は宅地、東は畑、

西は道路である。用途区分変更目的は牛舎及び運動場を建設するものである。周囲の農地の用水路及び

排水路は確保されているため、問題はないものと思われる。申請地は農用地の外周部に位置しており、

用途区分変更することで、周囲の農地に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途区分変更はやむを得な

いものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

用途区分変更の２番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

４号用途区分変更２番を報告します。 
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申請地は上之段平山塚脇コミュニティ広場の西に位置しており、現況は畑である。申請地の下井＊＊

番の北は水路、南は通路、東は宅地、西は道路であり、下井＊＊番と下井＊＊番の北は畑、南は荒地、

東は畑、西は道路である。用途区分変更目的は牛舎、農業用倉庫及び放牧場を建設するものである。周

囲の農地の用水路及び排水路は確保されているため、問題はないものと思われる。申請地は農用地の外

周部に位置しており、用途区分変更することで、周囲の農地に及ぼす影響は軽微であると思われ、用途

区分変更はやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件ついて質疑・討論はありませんか。 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農業振興地域整備計画の一部変更申出の農振除

外２件、用途区分変更２件は、許可という意見です。これについて承認することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」は許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定について」を議題とします。

当委員会に対し、農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理に基づく農地転用事業計画変更

承認申請１件が提出されましたので、この処分について審議を求めます。この件について現地調査が行

われておりますので、調査委員の意見報告をお願いします。１番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

５号１番を報告します。 

申請地は川内ふれあい広場の南西に位置し、現況は田である。申請地の東は田、西は宅地、南は宅地、

北は田である。転用目的は資材置場を建設するものである。農地区分は、他のいずれの要件にも該当し
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ない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。周囲の農地の用水路及び排水路は確保され

ているため問題ないものと思われる。周囲の農地に与える影響は変更前と比較して同程度であり、また、

その必要性・確実性もあると思われるため、事業計画変更についてはやむを得ないものと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告がありました。この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地転用事業計画変更申請１件については、事

業計画変更はやむを得ないという意見です。これについて許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

全員賛成であります。よって、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定に

ついて」は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△ 議案第６号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請２件が提出されましたので、この処分について審議を

求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に調査委員の意見報告を求め

ます。１番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

 ６号１番について報告します。 

 申請地は肥薩線植村駅の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問

題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするもので

あり、クヌギを３００本植林するもので、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は

１，４０４㎡であり、申請地に全て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、

西は道路、南は畑、北は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

２番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ６号２番について報告します。 

 申請地は小田東公民館の南東に位置し、現況は荒地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用

に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の

区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われ

る。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実

と思われる。計画面積は８９１．９７㎡であり、太陽光パネル２９２枚を設置するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は水路、西は５条申請地、南は田、北は田である。隣接地については被

害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転

用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第４条の規定による許可申請２件は、転

用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可するということに決定します。つきましては、１月１０日開催の鹿児島県農業会議常設審議委

員会に、法律により定められた案件及び県農業会議の決議に該当する案件について意見聴取いたします。 

 

 

 

△ 議案第７号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 
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○議長（会長） 

 次に、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請３５件が提出されましたので、この処分について審議

を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、調査委員の意見報告を求めます。１番を

１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号１番について報告します。 

 申請地は東その山公民館の北西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるた

め問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅６棟

を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，８４９㎡であ

り、建売住宅６棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は宅地と道

路、南は田、北は宅地と田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支

障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番及び３番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ７号２番について報告します。 

 申請地は国分高校の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地拡張により物置を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は２０２㎡であり、物置に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東

は宅地、西は宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号３番について報告します。 

 申請地は霧島市役所の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、申請地からおおむね３００ｍ以

内に霧島市役所があるため、３種農地の３００ｍ以内農地に該当すると思われる。資金の調達について

は融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的

は貸事務所を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，１

５８㎡であり、貸事務所２棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西

は宅地、南は道路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４番、１２番委員。 



15 

 

 

○１２番委員 

 ７号４番について報告します。 

 申請地は野口公民館の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地分譲２区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は６４４㎡であり、宅地分譲２区画に利用するためには相当な面積であると思われる。都市計

画の用途が定められた第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は畑、西は

道路、南は畑、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障は

ないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ７号５番について報告します。 

 申請地は国分郵便局の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は事務所を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は４９１㎡であり、事務所１棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東

は宅地、西は宅地、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

６番、６番委員。 

 

○６番委員 

 ７号６番について報告します。 

 申請地は国分北小学校の西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は９８８㎡でありｌ車３０台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は水路、西は田、南は宅地、北は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 
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○議長（会長） 

７番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号７番について報告します。 

 申請地は松木公民館の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は宅地分譲３区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は９７７㎡であり、宅地分譲３区画に利用するためには相当な面積であると思われる。都

市計画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は宅地、

南は宅地と畑、北は宅地と畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

 ７号８番について報告します。 

 申請地は陸上自衛隊国分駐屯地の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は通路及び駐車場として宅地を拡張するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は２２８㎡であり、通路及び駐車場に利用するためには相当な面積である

と思われる。申請地の東は宅地と畑、西は宅地、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防

除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用は

やむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号９番について報告します。 

 申請地は国分西小学校の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供

する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域

で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は建売住宅１棟を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は２７８㎡であり、建売住宅１棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申

請地の東は道路、西は宅地、南は水路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載して
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ある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ７号１０番について報告します。 

 申請地は南公園の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定めら

れている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達に

ついては融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転

用目的は長屋住宅と駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計

画面積は１，０６４㎡であり、長屋住宅と駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申

請地の東は宅地、西は道路、南は宅地、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番及び１２番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ７号１１番について報告します。 

 申請地は川内ふれあい広場の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は資材置場を

建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２３８㎡であり、ま

た、隣接地の５条許可地７７０㎡を一体利用するもので、全体計画面積は１，００８㎡である。資材置

場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は田、西は５条許可地、南は宅地、北

は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号１２番について報告します。 

 申請地は国分南中学校の南東に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農

地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。

また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅３棟を建設するものであり、

計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７３４㎡であり、建売住宅３棟に利用する

ためには相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は水路、南は田と水路、北は水路である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

１３番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ７号１３番について報告します。 

 申請地は国分インターチェンジの東に位置し、現況は田である。農地区分は、申請地からおおむね３

００ｍ以内に高速インターチェンジ出入口が存するため、３種農地の３００ｍ以内農地に該当すると思

われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は資材置場と倉庫を建設するものであり、計画性も妥当であるため実

現は確実と思われる。計画面積は３６９㎡であり、資材置場と倉庫に利用するためには相当な面積であ

ると思われる。申請地の東は田、西は水路、南は水路、北は水路である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１４番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号１４番について報告します。 

 申請地は下井簡易郵便局の西に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農

地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。

また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画

性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３５２㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡

であるため妥当と思われる。申請地の東は水路、西は水路、南は宅地、北は宅地である。隣接地につい

ては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由によ

り、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１５番及び１６番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

 ７号１５番について報告します。 

 申請地は陵南中学校の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、土地区画整理法第２条第１項に規

定する土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地、３種農地の土地区画整理区域内農地に該当す

ると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は

確実と思われる。計画面積は６３５㎡であるが、区画整理区域内仮換地で実測面積は３６６．９９㎡で

あり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は道路、南は道
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路、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと

思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号１６番について報告します。 

 申請地は陵南中学校の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、土地区画整理法第２条第１項に規

定する土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地、３種農地の土地区画整理区域内農地に該当す

ると思われる。資金の調達については自己資金と融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明

と融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も

妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３６１㎡であるが、区画整理区域内仮換地で実測面

積は２４０．０８㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は道

路と宅地、西は畑と道路、南は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

○議長（会長） 

１７番及び１８番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

 ７号１７番について報告します。 

 申請地は麓原自治公民館の北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、流通業務施設、休憩所、給

油所その他これらに類する施設で、一般国道・県道の沿道の区域又は高速自動車道等のインターチェン

ジの周囲おおむね３００ｍ以内の区域に設置されるため、１種農地の流通業務施設に該当すると思われ

る。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。

法定小作人なし。転用目的は集配施設及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は７，３７２㎡であり、中心に集配施設２，９５２㎡を建設し、周囲を大

型トラック５０台を含む駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西

は道路、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支

障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号１８番について報告します。 

 申請地は大霧公民館の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は地熱発電施

設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は９１３㎡であり、

直径２．３ｍのタンク２基に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は雑

種地、南は道路、北は雑種地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１９番、２８番委員。 
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○２８番委員 

 ７号１９番について報告します。 

 申請地は小浜里中・下公民館の北西に位置し、現況は不耕作の畑と田である。農地区分は、他のいず

れの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については

自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目

的は山林にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は３，０５２㎡

であり、申請地に全て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、西は道路、南

は道路と畑、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はな

いものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２０番及び２１番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ７号２０番について報告します。 

申請地は隼人塚公民館の西に位置し、現況は造成地である。なお、平成２７年８月頃、造成してしま

ったという始末書が添付されている。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施

設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむ

ね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。資金の調達については

融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は

駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１５５㎡で

あり、車６台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は雑種地、西は

雑種地、南は不耕作地、北は雑種地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号２１番について報告します。 

申請地は小田東公民館の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業

の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農

地の区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思

われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は貸資材置場及び通路を建設するものであり、計画性も妥当であるた

め実現は確実と思われる。計画面積は７３４㎡であり、貸資材置場及び通路に利用するためには相当な

面積であると思われる。申請地の東は５条申請地、西は宅地、南は田、北は田である。隣接地について

は被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２２番、１５番委員。 
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○１５番委員 

 ７号２２番について報告します。 

申請地は小田中央公民館の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも

該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であ

るため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は貸家を建

設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は４７２㎡であり、貸家

に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は道路、南は畑、北は宅地で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２３番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ７号２３番について報告します。 

 申請地は小田団地の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問

題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設す

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２６４㎡であり、一般住宅

はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は雑種地、西は宅地、南は雑種地、北は道

路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２４番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ７号２４番について報告します。 

 申請地は小田西公民館の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも

該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であ

るため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にす

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１９０㎡であり、申請地に

全て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、西は道路、南は不耕作地、北は

不耕作地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２５番及び２６番、２番委員。 

 

○２番委員 
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 ７号２５番について報告します。 

 申請地は富隈小学校の北西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は資材置場と駐車場及び倉庫を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は

確実と思われる。計画面積は５３４㎡であり、資材置場と駐車場及び倉庫に利用するためには相当な面

積であると思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は道路、北は畑である。隣接地については被害

防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用

はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号２６番について報告します。 

 申請地は新川公園の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定めら

れている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達に

ついては融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転

用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は

２６９㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は畑、西は道路、

南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はない

ものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２７番及び２８番、１５番委員。 

 

○１５番委員 

 ７号２７番について報告します。 

 申請地は宇都山公民館の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅その他申請に係る

土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、

１種農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思わ

れる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅２棟を建設するもので

あり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は９２０㎡であり、建売住宅２棟に利

用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は田、西は田、南は宅地、北は道路である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ

うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号２８番について報告します。 

 申請地は宇都山公民館の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅その他申請に係る土

地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１

種農地の集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われ

る。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅４棟を建設するものであ

り、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，１１７㎡であり、建売住宅４棟に

利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地と水路、西は道路、南は雑種地、北
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は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思わ

れる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２９番、３７番委員に代わり、１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ７号２９番について報告します。 

 申請地は高畑公民館の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地分譲２区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は７９５㎡であり、また、隣接地の宅地５５６．０１㎡を一体利用するもので、全体計画面積

は１，３５１．０１㎡である。宅地分譲２区画に利用するためには相当な面積であると思われる。都市

計画の用途が定められた第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、

西は畑、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３０番、１５番委員。 

 

○１５番委員 

 ７号３０番について報告します。 

 申請地は平熊公民館の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題

ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は貸駐車場を建設する

ものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は６２９㎡であり、車２０台分

の貸駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は山林、西は水路、南は山林、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３１番、３７番委員に代わり、１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ７号３１番について報告します。 

 申請地は姫城温泉東公民館の西に位置し、現況は雑種地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は貸駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ
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れる。計画面積は３２６㎡であり、貸駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は道路、西は宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

３２番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ７号３２番について報告します。 

 申請地は三田坪公園の東に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は宅地を造成するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は２４９㎡であり、宅地に利用するためには相当な面積であると思われる。都市計画の用途が定められ

た第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は道路、南は宅地、

北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３３番及び３４番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

 ７号３３番について報告します。 

 申請地は大廻地区公民館の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件に

も該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金で

あるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光

発電施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，２８

０㎡であり、太陽光パネル１９２枚、総出力４８ｋｗの太陽光発電施設を設置するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は不耕作地、西は不耕作地、南は道路、北は不耕作地である。隣接地に

ついては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由

により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ７号３４番について報告します。 

 申請地は牧之原中学校の南に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２年６月頃、通路にしてしま

ったという始末書が添付されている。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地の

その他の農地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要である。法定小作人なし。

転用目的は通路を建設するものであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は５８㎡で

あり、通路に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は畑、南は通路、北

は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思わ
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れる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３５番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

 ７号３５番について報告します。 

 申請地は福山高等学校の北東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１８年頃、造成してしまっ

たという始末書が添付されている。農地区分は、福山総合支所の５００ｍ以内の区域内にある農地のた

め、２種農地の５００ｍ以内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問

題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は資材置場を建設す

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５２８㎡であり、資材置場

に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は不耕作地、南は宅地、北は

宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われ

る。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。農地法第５条の規定による許可申請の３５件は

転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔賛成多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可ということに決定いたしました。 

つきましては１月１０日開催の鹿児島県農業会議常設審議委員会に法律により定められた案件及び

県農業会議の決議に該当の案件について意見聴取いたします。 
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△ 議案第８号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第８号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっ

せん事業実施手続規定によるあっせん申し出が、売渡希望３件、貸付希望６件、買受希望１件が提出さ

れましたので審議を求めます。なお、国分の２番が取り下げられましたので、残りの９件について審議

を求めます。調査委員の報告をお願いします。売渡希望の１番を３番委員。 

 

○３番委員 

売渡希望の１番を報告します。 

あっせん申し出のあった農地は良好な畑地帯ですので、あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

売渡希望３番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

 売渡希望の３番を報告します。 

 あっせん申し出のあった農地は、昨年は作付けをされておりましたが、今年は作付けをされておらず、

少し土地が荒れてきている状態であります。申請人と連絡を取りまして、現在の価格の低迷及び土地の

動きの鈍さなどを連絡しましたところ、相場ならお願いしますとのことでした。また、貸付は考えてい

らっしゃいませんかとお伺いしたところ、周りの方々に迷惑をかけるわけにはいかないので両方兼ね備

えて検討して頂ければありがたいとのことでした。あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

貸付希望４番及び５番、７番委員。 

 

○７番委員 

貸付希望の４番と５番を報告します。 

あっせん申出のあった４番と５番は同じ場所にあり、圃場も整備されておりますので、あっせんを受

けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

貸付希望６番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

貸付希望の６番を報告します。 

あっせん申出のあった申請人は大阪に在住されておりますが、今年までお兄さんが作付けをされてお

られたとのことです。周囲も農地が広がっており、きれいに手入れされております。あっせんを受けた

いと思います。 
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○議長（会長） 

貸付希望７番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

貸付希望の７番を報告します。 

あっせん申出のあった農地は、今まで作付けされていた方が刈り取って返すということで、このよう

な農地がたくさん出てくると思います。ここは優良農地ですのであっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

売渡希望８番、２番委員。 

 

○２番委員 

売渡希望の８番を報告します。 

あっせん申出のあった農地は、今年まで作付されておられた優良農地です。あっせんを受けたいと思

います。 

 

○議長（会長） 

貸付希望９番、４番委員。 

 

○４番委員 

貸付希望の９番を報告します。 

あっせん申出のあった農地は、１３筆の田であり、若干圃場の狭い農地もありますが、農振農用地内

であります。あっせんを受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

買受希望１番、３番委員。 

 

○３番委員 

買受希望の１番を報告します。 

面積が多少広いですが、買受及び借受を受けたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員の意見報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。あっせん申出についての売渡希望３件、貸付希

望５件、買受希望１件につきましては、あっせんを行うことに賛成の方の挙手を求めます。 
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○          〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第８号「あっせん申出について」は、あっせんを行うことに決定

いたしました。それでは、あっせん委員を指名いたします。売渡希望の１番を３番委員と１９番委員に、

売渡希望の３番を２３番委員と１２番委員に、貸付希望の４番及び５番を７番委員と１３番委員に、貸

付希望の６番を１７番委員と２０番委員に、貸付希望の７番を２８番委員と４番委員に、売渡希望の８

番を２番委員と２８番委員に、貸付希望の９番を４番委員と２８番委員に、買受希望の１番を３番委員

と１９番委員に、以上のとおりあっせん委員を指名させていただきました。お互いに連絡を密にしてあ

っせん行動が整いますようお願いいたします。 

 

以上で平成２８年第１２回農業委員会定例総会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしま

した。 

次に「その他」はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで平成２８年第１２回霧島市農業委員会定例総会を閉会いたします。本日はこれにて散会いたし

ます。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。 

 

 

「閉 会  午後 ４時３０分」 

 

 

 

 

 

   番                  

 

 

      番                  

 

 

      番                  


